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資料１ 

尾瀬国立公園シカ対策協議会規約（改正案） 

 

（目的） 

第１条 

福島、栃木、群馬、新潟の４県にまたがる日光利根地域個体群のうち尾瀬及びその
周辺に生息するシカは、その増加により尾瀬を特徴づけている湿原や池塘に回復不能
な影響を与える可能性を有し、尾瀬の保護、保全上の問題となっている。 

本問題については、「尾瀬地区におけるシカ管理方策検討会」で各方面の有識者及
び関係者により対策が検討され、尾瀬の現在の植生を守るとの観点から関係行政機関
・団体が協力して対策に当たる等の「尾瀬地区におけるシカ管理方針」がまとめられ
た。 

上記方針に基づいて関係機関が連携して対策を実施するに当たり、連絡・調整を行
う場として、「尾瀬国立公園シカ対策協議会」（以下、「協議会」と称する。）を設
置する。 

（協議事項） 

第２条 

（１）各機関の行う対策の調整に関すること 

（２）各種調査結果の情報交換及び効果の把握に関すること 

（３）その他関係事項 

（４）なお、関係機関の合意を必要とする事態が生じた場合は、別途合意形成の作業
を行うこととする。 

（構成） 

第３条 

協議会は、環境省、林野庁、福島県、群馬県、新潟県、栃木県、南会津町、檜枝岐
村、片品村、魚沼市、東京電力ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（株）、尾瀬山小屋組合及び 

（公財）尾瀬保護財団により構成する。 

（議長） 

第４条 

協議会に議長を置き、会の運営に当たる。議長は、関東地方環境事務所次長とする。 

（有識者） 

第５条 

議長は、有識者を協議会に出席させ、意見を聞くことが出来る。 

（会議） 

第６条 

会議は、必要に応じて議長が招集する。 

（事務局） 

第７条 

協議会の事務局は環境省関東地方環境事務所内に置く。 
（報告） 
第８条 

事務局は議事概要をとりまとめ、尾瀬国立公園協議会に報告する。 
（補則） 

第９条 

協議会の運営その他について必要な事項は別途定める。 
 
（付則） 

この規約は平成１２年１１月１４日から施行する。 

（付則） 

この規約は平成１３年７月１０日に改正される。 

（付則） 

この規約は平成１８年３月２２日に改正される。 

（付則） 

この規約は平成２０年３月３１日に改正される。 

（付則） 

この規約は平成２１年１月２３日に改正される。 

（付則） 

この規約は平成３１年１月２２日に改正される。 
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